
告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

二
年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま

ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
富
岡
町
産
業

振
興
課
地
域
振
興
係
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
富
岡
店

福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
新
夜
ノ
森
二
百
四
十
四
番
二
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
岡
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

地
元
雇
用
の
拡
大
を
図
る
こ
と
。

２

店
舗
出
入
り
の
車
両
に
対
し
て
、
敷
地
内
進
入
出
時
の
歩
行
者
等
安
全
確
保
の
た
め
、
車
両
出

入
り
口
の
視
界
を
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
。

３

夜
間
及
び
閉
店
時
な
ど
駐
車
場
が
若
者
の
溜
ま
り
場
等
に
な
ら
な
い
よ
う
、
防
犯
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

病

名

畜

種

患
畜
及
び
疑
似

発
見
頭
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

ヨ
ー
ネ
病

牛

疑
似
患
畜

一
頭

岩
瀬
郡

平
成
二
二
年

再
検
査

一
二
月
二
日

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
郡
飯
舘
村
大
字
飯
樋
字
花
塚
山
一(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対
策
課
及
び

飯
舘
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件(

平
成
二
十
二
年
福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

六
二
七

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て

届
出
が
あ
っ
た
件

六
二
七

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
二
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件

六
二
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
二
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
に
変
更
が

あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
二
八

福
島
県
病
院
局

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

六
二
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

六
二
八



公

告

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
病
院
局

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

表
中｢

同

市
小
高
区
井
戸
川
字
町
一
一
四
番
一
四
地
先｣

を｢

同

市
小
高
区
浦
尻
字
町
一

一
四
番
一
四
地
先｣

に
、｢

一
一
・
五｣

を｢

一
三
・
〇｣

に
改
め
る
。

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
三
百
九
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｗ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ

ｇ
ｒ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ

三

代
表
者
の
氏
名

島
�

圭
介

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
葉
山
二
丁
目
二
十
二
番
地
十

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
い
わ
き
地
域
内
外
の
文
化
芸
術
の
人
材
、
技
術
、
資
金
、
情
報
を
結
ぶ
拠
点
と
し

て
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
文
化
芸
術
界
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
一
元
的
・
総

合
的
に
対
応
す
る
こ
と
で
、
市
内
文
化
芸
術
団
体
の
意
識
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
当
該
地
域
文
化

芸
術
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
玉
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
が
あ
っ
た
者
の
役
別
、
氏
名
及
び
住
所

役
別

氏
名

住
所

理
事

菊
地

傳
壽

変
更
前

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
高
屋
敷
二
七
番
地

変
更
後

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
高
屋
敷
一
一
〇
番
地
一

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
４
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
(仮
称
)
建
築

主
体
工
事
の
請
負
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣

と
い
う
｡
)
第
11条
及
び
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
)

第
229条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
22年
12月
10日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
(仮
称
)
建
築
主
体
工
事
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
病
院
局
病
院
経
営
改
革
課
福
島
県
福
島
市
中
町
８
番
２
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
22年
11月
18日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
竹
中
工
務
店
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
本
町
四
丁
目
１
番
13号

５
落
札
金
額

3,904,425,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
22年
９
月
17日

(病
院
経
営
改
革
課
)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

並
び
に
地
方
自
治
法
第

八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の

平成22年12月10日 金曜日 福 島 県 報 第2240号 628



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
平
成
二
十
二
年
十
二

月
二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
三
、
一
九
〇

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
て
得
た
数)
三
四
三
、
二
四
六

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

選
挙
区

選
挙
区

伊
達
郡

二
九
、
五
一
九

福
島
市

七
九
、
〇
四
七

安
達
郡

一
八
、
二
二
三

会
津
若
松
市

三
一
、
五
一
六

岩
瀬
郡

八
、
四
九
〇

郡
山
市

八
九
、
三
一
八

南
会
津
郡

八
、
六
二
〇

い
わ
き
市

九
四
、
二
四
五

耶
麻
郡

一
三
、
八
九
〇

白
河
市

一
二
、
六
五
三

河
沼
郡

九
、
二
五
九

原
町
市

一
二
、
七
四
五

大
沼
郡

八
、
四
一
九

須
賀
川
市

一
八
、
一
一
〇

西
白
河
郡

一
八
、
〇
三
一

喜
多
方
市

九
、
一
三
二

東
白
川
郡

九
、
七
三
二

相
馬
市

一
〇
、
三
〇
九

石
川
郡

一
二
、
二
三
八

二
本
松
市

九
、
〇
八
〇

田
村
郡

一
九
、
八
三
一

双
葉
郡

一
九
、
九
四
三

相
馬
郡

一
〇
、
八
一
六
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